
 

 

 令和４年 

 

 

第２回（６月）河合町議会定例会議案 

 

 

 

 

 

      令和 ４年 ６月 ３日 

 

 

 

          河  合  町 



付     議     事     件 

 
 

議案第２５号 令和４年度河合町一般会計補正予算について 
 
議案第２６号 令和４年度河合町水道事業会計補正予算について 
 
議案第２７号 河合町議会議員及び河合町長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の制定について 
 
議案第２８号 河合町国民健康保険税条例の一部改正について 
 
議案第２９号 河合町介護保険条例の一部改正について 

 
報告第１号 令和３年度河合町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 
 
報告第２号 令和３年度河合町下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書の報

告について 



議 案 第 ２５ 号

令 和 ４ 年 度

河 合 町 一 般 会 計 補 正 予 算

（ 第 ２ 号 ）

河 合 町



令和４年度河合町一般会計補正予算（第２号）

令和４年度河合町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ ９，９２５千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ６，７２０，５６５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和 ４年 ６月 ３日 提出

河合町長 清 原 和 人













































































議 案 第 ２６ 号 

 

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 度 

 

河合町水道事業会計補正予算  

 

            （ 第 １ 号 ） 

 

 

 

 

 

 

 

河   合   町 

 

 

 

 



 

令和４年度河合町水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総 則） 

第１条  令和４年度河合町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次の定めるところ 

    による。 

 

（収益的支出の補正） 

第２条  予算第３条中、収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

支     出 

（科 目）         （補正前の額）   （補正額）    （計） 

 第１款 事業費用        533,403千円     1,714千円  535,117千円 

  第１項 営業費用       511,428千円      1,714千円  513,142千円 

   第２目 配水及び給水費    67,202千円     1,714千円   68,916千円 

    

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正） 

第３条  予算第８条中の職員給与費 41,215千円を、42,929千円に改める。  

 

 

令和 ４年 ６月 ３日 提出 

 

河合町長  清 原 和 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　1.営業費用

2.配水及び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　給水費

人事異動に伴う
人件費増額

511,428 1,714 513,142

67,202 1,714 68,916

収益的支出

支　　　　　出
（単位：千円）

1.事業費用 533,403 1,714 535,117

令和４年度河合町水道事業会計補正予算実施計画（第１号）

款　　項 目 補正前の額 補正額 計 備　　考



議案第２７号 

 

 

 

河合町議会議員及び河合町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

の制定について 

 

 

 

河合町議会議員及び河合町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を

別紙のとおり制定したいので、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議

決を求めます。 

 

 

 

令和 ４年 ６月 ３日 

 

 

 

河合町長  清 原 和 人 



河合町議会議員及び河合町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下「法」という。

）第１４１条第８項、第１４２条第１１項及び第１４３条第１５項の規定に基づき、

河合町議会議員及び河合町長の選挙における法第１４１条第１項の自動車（以下「

選挙運動用自動車」という。）の使用、法第１４２条第１項第７号のビラ（以下「

選挙運動用ビラ」という。）の作成及び法第１４３条第１項第５号のポスター（以

下「選挙運動用ポスター」という。）の作成の公費負担に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（選挙運動用自動車の使用の公費負担） 

第２条 河合町議会議員及び河合町長の選挙における候補者（以下「候補者」という。

）は、６４，５００円に、その者につき法第８６条の４第１項、第２項、第５項、

第６項又は第８項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日

（法第１００条第４項の規定により投票を行わないこととなったときは、同条第５

項の規定による告示の日。以下同じ。）までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、

選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託

物が法第９３条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定により

河合町（以下「町」という。）に帰属することとならない場合に限る。 

（選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出） 

第３条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法（昭和２６年法律第１

８３号）第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者（以

下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。）その他の者（次条第２号に規定す

る契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族の

うち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。）との間において選

挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、河合町選挙管理委員会（以下「委

員会」という。）が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならな

い。 

 （選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続） 

第４条 町は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に基



づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者（以下「一

般乗用旅客自動車運送事業者等」という。）に支払うべき金額のうち、次の各号に

掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第２条ただし書に規定する要件に該当

する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該

一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。 

（１） 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約（以下「一般運送

契約」という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日において一般運

送契約により２台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が

指定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限る。）のそれぞれにつき、選挙運

動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額（当該

金額が６４，５００円を超える場合には、６４，５００円）の合計金額 

 （２） 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、

それぞれに定める金額 

  ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約である場合 当該選挙運動用自動車

（同一の日において選挙運動用自動車の借入契約により２台以上の選挙運動用

自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか１台の選挙運動

用自動車に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各

日についてその使用に対し支払うべき金額（当該金額が１６，１００円を超え

る場合には、１６，１００円）の合計金額 

  イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契

約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金（当該選挙運動用自動

車（これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。）が既に前条の届

出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、７，７００円に当

該候補者につき法第８６条の４第１項、第２項、第５項、第６項又は第８項の

規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から

前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまで

の部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者か

らの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。） 

  ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該

選挙運動用自動車の運転手（同一の日において２人以上の選挙運動用自動車の



運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか１人の運転手に

限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日につ

いてその勤務に対し支払うべき報酬の額（当該報酬の額が１２，５００円を超

える場合には、１２，５００円）の合計金額 

 （選挙運動用自動車の使用の契約の指定） 

第５条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第

１号に定める契約と同条第２号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、

当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか

一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。 

 （選挙運動用ビラの作成の公費負担） 

第６条 候補者は、第８条に規定する１枚当たりの作成単価の限度額に選挙運動用ビ

ラの作成枚数（当該作成枚数が選挙の区分に応じ法第１４２条第１項第７号に定め

る枚数を超える場合には、同号に定める枚数）を乗じて得た金額の範囲内で、選挙

運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第２条ただし書

の規定を準用する。 

 （選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出） 

第７条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者（以下「

ビラ作成業者」という。）との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を

締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。 

 （選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続） 

第８条 町は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に基

づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基

づき作成された選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円７３

銭を超える場合には、７円７３銭）に当該選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者

を通じて、法第１４２条第１項第７号に定める枚数の範囲内のものであることにつ

き、委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認

したものに限る。）を乗じて得た金額（１円未満の端数がある場合には、その端数

は１円とする。）を、第６条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件

に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業者

に対し支払う。 



 （選挙運動用ポスターの作成の公費負担） 

第９条 候補者は、第１１条に規定する１枚当たりの作成単価の限度額に選挙運動用

ポスターの作成枚数（当該作成枚数が当該選挙のポスター掲示場の数に相当する数

を超える場合には、当該相当する数）を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポ

スターを無料で作成することができる。この場合においては、第２条ただし書の規

定を準用する。 

 （選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出） 

第１０条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者（

以下「ポスター作成業者」という。）との間において選挙運動用ポスターの作成に

関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出な

ければならない。 

 （選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続） 

第１１条 町は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に

基づき当該契約の相手方であるポスター作成業者に支払うべき金額のうち、当該契

約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単価（当該作成単価

が、５４１円３１銭に当該選挙のポスター掲示場の数を乗じて得た金額に３１６，

２５０円を加えた金額を当該選挙のポスター掲示場の数で除して得た金額（１円未

満の端数がある場合には、その端数は１円とする。）を超える場合には、当該除し

て得た金額）に当該選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じて、当該選

挙のポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が

定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限

る。）を乗じて得た金額を、第９条後段において準用する第２条ただし書に規定す

る要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者からの請求に基づき、当該ポ

スター作成業者に対し支払う。 

 （委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 



２ この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について

適用する。 



議案第２８号 

 

 

 

河合町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 

 

河合町国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法第

９６条第１項の規定により、議会の議決を求めます。 

 

 

 

令和 ４年 ６月 ３日 

 

 

 

河合町長  清 原 和 人 



河合町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 河合町国民健康保険税条例（昭和３５年７月河合村条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則第１４項中「令和２年度分及び令和３年度分」を「令和３年度分及び令和４年

度分」に、「令和３年４月１日から令和４年３月３１日」を「令和４年４月１日から

令和５年３月３１日」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の河合町国民健康保険税条例の規定は、

令和４年４月１日から適用する。 



議案第２９号 

 

 

 

河合町介護保険条例の一部改正について 

 

 

 

河合町介護保険条例の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法第９６条

第１項の規定により、議会の議決を求めます。 

 

 

 

令和 ４年 ６月 ３日 

 

 

 

河合町長  清 原 和 人 



河合町介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 河合町介護保険条例（平成１２年３月河合町条例第４号）の一部を次のように改正

する。 

 附則第８条中「令和２年度分及び令和３年度分」を「令和３年度分及び令和４年度

分」に、「令和３年４月１日から令和４年３月３１日」を「令和４年４月１日から令

和５年３月３１日」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の河合町介護保険条例の規定は、令和４

年４月１日から適用する。 



報告第１号 

 

 

 

令和３年度河合町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

 

 

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和３年度河合町一般会計予

算繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので報告します。 

 

 

 

令和 ４年 ６月 ３日 

 

 

 

河合町長  清 原 和 人 

 



国庫支出金 県 支 出 金 地 方 債 その他特定財源

２． 総 務 費 ３． 戸籍住民基本台帳費 社 会 保 障 ・ 税 番 号 シ ス テ ム 整 備 事 業 3,580,000 3,580,000 3,580,000

３． 民 生 費 １． 社 会 福 祉 費
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
給 付 事 業

82,023,000 82,023,000 82,023,000

６． 農林商工費 １． 農 業 費 農 業 委 員 会 タ ブ レ ッ ト 導 入 事 業 120,000 120,000 120,000

農 村 地 域 防 災 減 災 事 業 9,161,000 9,161,000 9,161,000

７． 土 木 費 ２． 道 路 橋 梁 費 防 災 ・ 安 全 社 会 資 本 交 付 金 事 業 794,000 794,000 397,000 300,000 97,000

道 路 メ ン テ ナ ン ス 事 業 38,840,000 38,840,000 21,362,000 15,700,000 1,778,000

４． 都 市 計 画 費 宅 地 耐 震 化 推 進 事 業 1,962,000 1,962,000 934,000 467,000 561,000

旧 第 三 小 学 校 跡 地 利 活 用 推 進 事 業 18,030,000 18,030,000 22,000 15,800,000 2,208,000

154,510,000 154,510,000 22,000 117,457,000 587,000 31,800,000 4,644,000
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報告第２号 

 

 

 

令和３年度河合町下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書の報

告について 

 

 

 

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和３年度河合町下水道事業

特別会計予算繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので報告します。 

 

 

 

令和 ４年 ６月 ３日 

 

 

 

河合町長  清 原 和 人 

 

 



国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 その他特定財源

２． 公共下水道事業費 １． 公共下水道事業費 公 共 下 水 道 建 設 事 業 費 2,580,000 2,580,000 80,000 2,500,000

下 水 道 長 寿 命 化 計 画 事 業 費 82,600,000 82,600,000 29,000,000 45,500,000 8,100,000

85,180,000 85,180,000 80,000 29,000,000 48,000,000 8,100,000
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